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海
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静

香

丹
生
郡

藩
領
名
の
凡
例

福
井
藩
領
リ
福
井
大
野
藩
領
U
大
野

勝
山
藩
領
H
勝
山
木
本
藩
領
川
木
本

松
岡
藩
領
H
松
岡
士
口
江
藩
領
H
吉
江

高
森
藩
領
H
高
森
葛
野
藩
領
川
葛
野

鯖
江
藩
領
H
鯖
江
本
庄
藩
領
H
本
庄

美
濃
郡
上
藩
領
H
郡
上
三
河
西
尾
藩
領
H
西
尾

幕
府
直
轄
領
川
直
轄

幕
府
領
福
井
藩
預
所
H

預
所

幸
若
領
日
幸
若
小
林
権
大
夫
領
H
小
林

.
宝
永
二
年
の
不
明
は
本
庄
ま
た
は
直
轄

・
宝
暦
十
三
年
の
不
明
は
直
轄
ま
た
は
預
所

.
明
和
二
年
の
不
明
は
西
尾
ま
た
は
預
所

-
天
明
八
年
の
不
明
は
西
尾
ま
た
は
直
轄

関
係
年
代

寛
永
(
一
六
二
四
1
四
四
)

正
保
(
一
六
四
四
i
四
八
)

延
宝
ご
六
七
三

1
八

ご

貞
享
(
一
六
八
四
j
八
八
)

元
禄
ご
六
八
八

1
一
七

O
四
)

宝

永

二

七

O
四
1
一
一
)

正
徳
(
一
七
一
一

1
二
ハ
)

享
保
(
一
七
二
ハ
j
一
二
六
)

元
文
(
一
七
三
六
i
四
一
)

寛
保
(
一
七
四
一

i
四
四
)

寛
延
(
一
七
四
八

i
五

ご

宝
暦
二
七
五
一

l
六
四
)

明
和
(
一
七
六
四
j
七
二
)

安
永
二
七
七
二

i
八

二

天
明
(
一
七
八
一

j

八
九
)

寛
政
(
一
七
八
九

i
一
八

O
一)

文
政
(
一
八
一
八

1
三
O
)

天
保
二
八
三

0
1
四
四
)

万
延
二
八
六

0
1
六
二

文
久
(
一
八
六
一
Ez--

六
四
)

在
町
村
〈
清
水
町
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
福
井
、

貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直

轄
、
明
和
一
万
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
一
万

年
か
ら
西
尾
。
村
高
六
五
七
石
二
三
二
、
天
保
郷

帳
六
五
七
石
七
七
一
。

青
野
村
〈
朝
日
町
〉
福
井
。
村
高
一
七
八
石
八
九
。

赤
井
谷
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年
預

所
、
同
十
四
年
福
井
、
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六

年
か
ら
福
井
。
村
高
三
三
九
石
三
一
。

赤
坂
村
〈
越
廼
村
〉
貞
享
一
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

寛
延
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
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直
轄
。
村
高
一

O
一
石

O
七。

朝
日
村
〈
朝
日
町
〉
割
郷
で
、
二
六
八
石
二
六
三
は
幸

若
、
七
四
石
六
六
六
は
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二

年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛

延
三
年
直
轄
、
宝
暦
八
年
か
ら
郡
上
。
村
高
三
四

二
石
九
二
九
。

朝
宮
村
〈
清
水
町
v
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
福
井
、

貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
保
三
年
直

轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
天
保

十
一
年
か
ら
直
結
。
村
高
二
九

O
石
三
四
五
。

尼
ヶ
谷
村
〈
福
井
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明

八
年
不
明
、
寛
政
元
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
直

轄
。
村
高
四
五
石
二
ハ
二
。

天
谷
村
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
正
徳
四
年
か
ら

小
林
。
村
高
一
二
六
石
七
五
一
、
正
徳
四
年
二
二

六
石
二
五
九
。

天
屋
村
〈
朝
日
町
〉
割
郷
で
、
二
四
石
四
五

O
一
五
は

幸
若
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
明
和

元
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
か
ら
西

尾
、
八
石
一

O
O
四
五
は
幸
若
、
明
和
一
元
年
か
ら

直
轄
と
思
わ
れ
る
。
村
高
三
二
石
五
五

O
六。

海
道

越
前
国
の
村
高
と
所
領
の
変
選
白

鮎
河
浦
(
鮎
川
浦
)
〈
福
井
市
〉
貞
享
コ
一
年
直
轄
、
享

保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不

明
、
明
和
元
年
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
。
村

高
一
四
五
石
七
八
五
。

有
定
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
保
三
年

か
ら
直
轄
。
村
高
五
七
石
一
。

粟
野
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら

福
井
。
村
高
一

O
二
一
石
三

O
二。

安
養
寺
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
一
四
六
五
石
二
六
六
。

家
久
村
〈
武
生
市
〉
福
井
。
村
高
一
七
五
一
石
五
、
天

保
郷
帳
一
九

O
四
石
一

O
六。

居
倉
浦
〈
越
廼
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

寛
延
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
預
所
、
天
保
十
一
年

か
ら
直
轄
。
村
高
一

O
五
石
六
五
三
。

居
倉
北
山
村
〈
越
廼
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年

高
森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文

元
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
預
所
、

天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
八
三
石
五

O
一。

石
生
谷
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
一
二
年

直
轄
、
宝
暦
八
年
か
ら
郡
上
。
村
高
五
九
七
石
三

八。

市
村
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
一
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
か

ら
鯖
江
。
村
吉
岡
七
八
石
四

O
四。

入
村
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
か
ら
福

井
。
村
高
九
七
石
五
三
四
四
、
天
保
郷
帳
九
七
石

五
三
七
。

入
尾
村
〈
織
田
町
〉
福
井
。
村
高
五

O
石。

岩
倉
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年
預
所
、

同
十
四
年
福
井
、
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
高
二
九
四
石
三
二
。

岩
永
村
〈
朝
日
町
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、

貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直

轄
、
{
玉
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
寛
政

元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
二
八

O
石
四
。

印
内
村
(
小
松
村
)
〈
武
生
市
〉
福
井
。
村
高
三
三
八

石
O
O
一
、
天
保
郷
帳
三
二
八
石

O
四
一
。

牛
越
村
〈
朝
日
町
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
福
井
、

貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
保
三
一
年
直

轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
文
政

三
一
年
か
ら
福
井
。
村
高
二

O
二
石
九
二
。

牛
屋
村
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
士
口
江
、
延
宝
二
年
か
ら
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福
井
。
村
高
四
六
四
石
七
五
四
。
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
一
万
文
一
万
年
預
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不

字
須
尾
村
〈
宮
崎
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
か
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
八
年
か
ら
郡
上
。
村
明
、
明
和
元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。

ら

享

保

五

年

ま

で

割

郷

で

、

二

二

九

石

一

四

三

は

高

二

一

二

二

石

五

九

二

一

。

村

高

一

五

七

石

五

七

四

。

元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
江
波
村
〈
宮
崎
村
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年
預
所
、
小
倉
村
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
野
、

轄
、
一
八

O
石
六
六
四
は
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
同
十
四
年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
保
三
年
直

同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
西
尾
、
同
二
年
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
天
保

宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
寛
政
元
年
預
所
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
五
一
八
石
三
八
七
。

か
ら
直
轄
。
村
高
四

O
九
石
八

O
七
。
年
西
尾
、
万
延
元
年
直
轄
、
文
久
二
年
か
ら
西
尾
。
小
倉
大
畑
村
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
一
元
禄
十
年

謡
谷
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
二
一
石
は
専
修
寺
領
。
村
村
高
七
二
三
石
七
二
六
。
葛
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
保

高
四
七
石
九
五
。
円
満
村
〈
宮
崎
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
一
五
年
預
所
、

内
郡
村
〈
朝
日
町
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
福
井
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
三
二
九
石

O
一七。

貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
明
和
元
年
預
所
、
寛
政
一
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
士
一
大
樟
浦
〈
越
前
町
v
寛
永
一
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、

轄

、

宝

暦

十

三

年

不

明

、

明

和

元

年

西

尾

、

天

明

三

八

石

七

八

。

同

十

二

年

か

ら

大

野

。

村

高

五

O
石
一
一
七
。

八
年
不
明
、
寛
政
元
年
か
ら
西
尾
。
村
高
五
六
一
笈
松
村
〈
織
田
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
恐
神
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
八
九
石
六
三
四
。

石

二

。

福

井

。

村

高

二

九

五

石

三

O
二
。
小
曲
目
原
村
〈
宮
崎
村
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年
預

漆
原
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
大
谷
村
(
大
谷
寺
村
)
〈
朝
日
町
〉
越
知
社
領
。
村
高
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二

同

六

年

直

轄

、

元

文

一

万

年

預

所

、

寛

延

三

年

直

轄

、

四

六

石

七

八

二

。

年

不

明

、

正

徳

二

年

直

轄

、

元

文

一

元

年

預

所

、

寛

宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
同
二
年
不
大
味
浦
〈
越
廼
村
〉
福
井
。
村
吉
岡
五
一
石
九
九
八
。
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不
明
、
明
和
元
年
預

明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
大
森
村
〈
清
水
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
所
、
寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
七
七
五
石
四
六

か

ら

西

尾

。

村

高

三

三

七

石

六

八

。

福

井

。

村

高

九

五

九

石

四

回

。

六

。

上
戸
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、
大
屋
村
(
大
矢
村
)
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
四

O
石
織
田
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、

同

十

二

年

か

ら

大

野

。

村

高

二

七

九

石

七

。

二

。

同

十

二

年

か

ら

大

野

。

三

O
石
は
織
田
大
明
神
社

上
野
村
〈
宮
崎
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
小
河
村
(
小
川
村
)
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
年
直
結
、
享
領
。
村
高
一
七
五
四
石
四
九
、
天
保
郷
帳
一
七
七
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五

石

七

九

。

寛

政

元

年

か

ら

直

轄

。

村

高

七

二

一

石

六

三

五

。

金

屋

村

〈

朝

日

町

〉

寛

永

元

年

大

野

、

同

十

年

預

所

、

乙
坂
村
〈
朝
日
町
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
福
井
、
頭
谷
村
〈
朝
日
町
〉
割
郷
で
、
二
二
石
七
は
寛
永
元
年
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
一
一
七
石
一
二
七
。

貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
年
不
勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
上
回
二
享
三
年
直
轄
、
享
保
上
一
光
村
〈
福
井
市
v
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
か
ら
鯖
江
。
村
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
ら
福
井
。
村
高
三
五
五
石
三
一
玉
、
天
保
郷
帳
三

高
九
八
八
石

O
O
三

。

明

和

元

年

預

所

、

寛

政

元

年

か

ら

直

轄

、

六

九

石

七

四

石

二

二

七

。

大
丹
生
浦
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
五
四
石
一
一
三
、
三
は
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、
同
十
二
年
上
石
田
村
〈
鯖
江
市
〉
正
保
一
一
年
吉
江
、
延
宝
二
年
福

天
保
郷
帳
五
四
石
五

O
八

。

か

ら

大

野

。

村

高

九

二

石

。

井

、

貞

享

三

年

直

轄

、

享

保

五

年

預

所

、

同

六

年

小
羽
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
野
、
片
粕
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
直
轄
、
元
文
一
元
年
預
所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
明
和

宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
鯖
江
、
文
久
二
年
か
寛
保
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
元
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
西
尾
、

ら

直

轄

。

村

高

四

九

二

石

九

二

。

か

ら

直

轄

。

村

高

一

一

八

石

七

二

。

天

保

二

年

か

ら

直

轄

。

村

高

一

O
一
O
石
七
七
一
。

開
発
村
〈
朝
日
町
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
片
屋
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
上
糸
生
村
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛

貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
年
不
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
か
ら
鯖
江
。
村

明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
年
高
三
八
一
石
七
三
八
。

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
天
上
氏
家
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
コ
一
年
l

直
轄
、
元
禄
十
年
高

寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
三
六
一
石
九
五
。
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
か
ら
西
尾
。
村
高
一
一
森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五

風

尾

村

〈

福

井

市

〉

福

井

。

村

高

三

三

石

八

九

五

。

四

三

石

一

五

一

三

。

年

預

所

、

同

六

年

直

轄

、

元

文

元

年

預

所

、

寛

保

風
巻
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
野
、
片
山
村
〈
清
水
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
福
井
、
三
年
か
ら
直
轄
。
村
高
五
一

O
石
五

O
八。

宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
鯖
江
、
文
久
二
年
か
安
永
二
年
か
ら
割
郷
で
、
四
五
九
石
二
三
六
は
福
上
海
浦
〈
越
前
町
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
か
ら

ら

直

轄

。

村

高

五

二

三

石

九

一

。

井

、

四

九

O
石
七
六
四
は
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
福
井
。
村
高
八
二
石
三
六
一
。

樫
津
村
〈
宮
崎
村
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
寛
政
元
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
直
轄
。
村
高
九
上
太
田
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高

貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
年
不
五

O
石

。

森

、

宝

永

二

年

不

明

、

正

徳

二

年

直

轄

、

元

文

元

明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
蚊
谷
寺
村
〈
宮
崎
村
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、
年
領
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
頭
所
、
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
一

O
三
一
石
六
六
。
明
和
元
年
西
尾
、
安
永
二
年
か
ら
福
井
。
村
高
七

39 
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若
越
郷
土
研
究

四
十
五
巻
三
号

40 

一
O
石
七
五
、
天
保
郷
帳
七
六

O
石
七
五
。

上
大
虫
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高

森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五

年
か
ら
鯖
江
。
村
高
八
八
二
石
八
三
六
。

上
河
去
村
(
上
川
去
村
)
〈
朝
日
町
〉
正
保
二
年
吉
江
、

延
宝
二
年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
か
ら
西

尾
。
村
高
七
七
五
石
二
九
、
天
保
郷
帳
七
七
八
石

七
四
。

上
四
目
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高

森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五

年
預
所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延

三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、

天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
か
ら
西
尾
。
村
高
二

六
五
石
七
九
。

上
天
下
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛

野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、

同
二
年
預
所
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、

寛
政
元
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
直
轄
。
村
高
三

六
六
石

O
二。

上
野
田
村
〈
鯖
江
市
v
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高

森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

年
預
所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
一
万
年
預
所
、
寛
延
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年

三
年
直
韓
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
預
所
、
寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
一
五

O
三
石

天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
か
ら
西
尾
。
村
高
三
二
六
二
。

七
三
石
一
一
、
天
保
郷
帳
三
七
八
石

O
コ
一
八
。
国
山
村
〈
福
井
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

上
山
中
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年
預
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年

所
、
同
十
四
年
福
井
、
正
保
二
年
土
口
江
、
延
宝
二
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年

年
か
ら
福
井
。
村
高
三
二
九
石
四
六
四
。
不
明
、
寛
政
元
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
直
轄
。

蒲
生
浦
〈
越
廼
村
〉
福
井
。
村
高
三
一
四
石
一
八
七
。
村
高
一
四
五
石
九
五
。

北
山
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
窪
中
野
村
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不
明
、
明
和

所
、
同
六
年
直
轄
、
一
万
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
一
年
元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
五
一

直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
天
石
八
六
六
。

明
八
年
不
明
、
寛
政
一
克
年
西
尾
、
万
延
元
年
直
轄
、
熊
田
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、

文
久
二
年
か
ら
西
尾
。
村
高
九
四
六
石

O
七
。
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

木
津
見
村
〈
朝
日
町
〉
割
郷
で
、
七
石
九
八
六
は
幸
若
、
所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
保
三
年

享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
明
和
一
克
年
西
直
轄
、
明
和
一
万
年
預
所
、
寛
政
一
万
年
か
ら
直
轄
。

尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
一
克
年
か
ら
西
尾
、
八
村
高
三
九
五
石
九
三
。

石
O
O
四
七
は
幸
若
、
明
和
元
年
か
ら
直
轄
と
思
熊
谷
村
〈
宮
崎
村
〉
貞
享
一
二
年
直
轄
、
一
万
禄
十
年
高
森
、

わ
れ
る
。
村
高
一
五
石
九
九

O
七

。

宝

永

二

年

不

明

、

正

徳

二

年

直

轄

、

享

保

六

年

預

気
比
庄
村
〈
朝
日
町
〉
正
保
二
年
か
ら
延
宝
二
年
ま
で
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

福
井
と
吉
江
の
割
郷
(
領
知
高
不
明
)
、
延
宝
二
一
万
年
預
所
、
寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
二
二
四

年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝
石
九
四
。
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莱
崎
浦
〈
越
廼
村
〉
福
井
。
村
高
一
六
石
八
二
二
。
明
和
元
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
西
小
丹
生
浦
〈
福
井
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

菜
原
村
〈
朝
日
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、
尾
、
万
延
元
年
直
轄
、
文
久
二
年
か
ら
西
尾
。
村
ら
福
井
。
村
高
二
九
石
三
一
三
。

同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
一

O
一

石

二

。

高

一

一

九

三

石

七

三

九

。

小

野

村

〈

武

生

市

v
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら

厨
浦
〈
越
前
町
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
勾
当
原
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
福
井
。
村
高
二
一
二
石
三
二
七
。

貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
年
不
森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
午
房
平
村
〈
越
前
町
〉
福
井
。
村
高
二
一

O
石。

明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
一
克
年
預
所
、
寛
延
三
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不
明
、
米
浦
〈
越
前
町
〉
福
井
。
村
高
一
五
九
石

O
八
八
。

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
明
和
一
元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
御
油
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
二
一
三
石

O
七
八
。
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
か
ら
西
尾
。
村
高
二
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年

黒

川

村

〈

武

生

市

〉

貞

享

三

年

直

轄

、

元

禄

十

年

高

森

、

一

二

石

九

六

九

。

西

尾

、

天

明

八

年

不

明

、

寛

政

元

年

西

尾

。

万

延

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
小
樟
浦
〈
越
前
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、
元
年
直
轄
、
文
久
二
年
か
ら
西
尾
。
村
高
三

O
二

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
二
一
五
石
五
五
六
。
石

O
九
二
一
、
天
保
郷
帳
三
一

O
三
一
石
三
一
三
。

一
万
年
預
所
、
寛
政
一
万
年
か
ら
直
轄
。
村
高
九
八
八
甑
谷
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
鯖
江
、
境
野
村
〈
朝
日
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、

石

九

八

四

。

文

久

二

年

か

ら

直

轄

。

村

高

九

O
五
石
三
三
一
二
。
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
八
二
石
五
。

下
司
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
小
杉
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
桜
谷
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年
預
所
、

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
福
井
。
村
高
一
五
七
石
七

O
二
、
天
保
郷
帳
一
五
同
十
四
年
福
井
、
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

所

、

同

六

年

直

轄

、

元

文

元

年

預

所

、

寛

保

三

年

七

石

七

七

二

。

ら

福

井

。

村

高

一

五

一

石

九

四

二

一

。

か
ら
直
轄
。
村
高
一
八
六
石
三
四
五
。
五
太
子
村
〈
福
井
市
〉
貞
享
三
一
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
篠
川
村
八
織
田
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら

小
泉
村
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
士
口
江
、
延
宝
二
年
福
井
、
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
福
井
。
村
高
一
四
二
石
七
二
。

貞
享
三
年
直
轄
、
一
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
年
不
元
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
笹
谷
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
野
、

明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
か
ら
元
文
元
年
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
直
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
保
三
年
直

ま
で
割
郷
で
、
一

O
七

九

石

ニ

コ

二

七

は

享

保

五

轄

。

村

高

三

一

九

石

四

七

八

。

轄

、

宝

暦

十

三

年

不

明

、

明

和

元

年

預

所

、

天

保

年
預
所
、
同
六
年
直
轄
、
一
一
四
石
五

O
七
三
は
小
谷
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
五
七
二
石
二

O
三。

直
轄
の
ま
ま
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
福
井
。
村
高
九
六
石
四
。
佐
々
生
村
〈
朝
日
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、
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同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
二
二
二
六
石

O
二

。

四

石

四

三

。

高

四

一

四

石

五

O
九
、
遅
く
と
も
享
保
五
年
か
ら

更
毛
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
二

O
二
石
九
四
七
。
清
水
畑
村
〈
清
水
町
〉
福
井
。
村
高
六
八
八
石

O
四
一
。
は
四
二
三
石
二
八
七
。

猿
和
田
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
清
水
山
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
下
氏
家
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
一
二
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高

野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
延
三
所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
一
八
七
三
石
二
八
二
五
、
年
預
所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延

同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
遅
く
と
も
享
保
五
年
か
ら
一
八
八
二
石
七
二
三
。
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、

寛
政
元
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
直
轄
。
村
高
六
持
明
寺
村
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
福
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
一
万
年
か
ら
西
尾
。
村
高
六

九

四

石

九

五

。

井

、

貞

享

三

年

直

轄

、

元

禄

十

年

高

森

、

宝

永

二

九

O
石
六
二
。

沢
村
〈
武
生
市
〉
福
井
。
村
高
二
六
三
石
六
七
八
。
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
か
ら
鯖
江
。
下
海
浦
〈
越
前
町
〉
福
井
。
村
高
一
四
六
石
七
八
。

三
本
木
村
〈
福
井
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
村
高
五

O
一二石

O
一

。

下

大

倉

村

〈

鯖

江

市

〉

正

保

二

年

吉

江

、

延

宝

二

年

福

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
下
一
光
村
〈
福
井
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
正
徳
四
年
か
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二

元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
一

O

ら
割
郷
で
、
三
六
石
四
八
六
は
小
林
、
二
四
石
六
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
同

九

石

二

五

八

。

七

七

は

享

保

五

年

預

所

、

寛

延

三

年

直

轄

、

宝

暦

六

年

直

轄

、

元

文

元

年

預

所

、

寛

保

三

一

年

直

轄

、

芝
原
村
〈
武
生
市
〉
福
井
。
村
高
五
四

O
石
二
三
。
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
か
宝
暦
八
年
か
ら
郡
上
。
村
高
六

O
四
石
五
四
六
。

島
寺
村
〈
清
水
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
福
井
、
ら
直
轄
。
村
高
五
七
石
八
四
三
、
正
徳
四
年
六
一
下
太
田
村
〈
武
生
市
〉
福
井
。
村
高
一
一
二
六
石

O
O五。

安

永

二

年

か

ら

割

郷

で

、

九

七

三

石

二

ハ

四

(

天

石

一

六

三

。

下

大

虫

村

〈

武

生

市

〉

貞

享

三

年

直

轄

、

元

禄

十

年

高

保
郷
帳
以
後
九
八
二
石
二
六
六
)
は
福
井
、
二
一
下
石
田
村
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
福
森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五

九
石
九
八
六
は
安
永
二
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
同
六
年
年
か
ら
鯖
江
。
村
高
七

O
八
石
二
二
。

寛
政
元
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
直
轄
。
村
高
一
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
下
河
去
村
(
下
川
去
村
)
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、

一
九
三
石
一
五
、
天
保
郷
帳
一
二

O
二
石
二
五
二
。
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
二
ニ
延
宝
二
年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

清

水

尻

村

〈

清

水

町

〉

貞

享

三

年

直

轄

、

享

保

五

年

預

六

九

石

六

四

一

二

。

所

、

寛

延

三

年

直

轄

、

明

和

元

年

預

所

、

寛

政

元

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
下
糸
生
村
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
年
か
ら
直
轄
。
村
高
九
六
五
石
七
二
。

元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
四
四
野
、
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
か
ら
鯖
江
。
村
下
河
原
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年
預
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所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
所
、
同
十
四
年
か
ら
福
井
。
村
高
一
五
一
石
八
七
。
末
野
大
谷
村
〈
宮
崎
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年

年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
宿
浦
〈
越
前
町
〉
福
井
。
村
高
四
四
石
五
二
。
か
ら
元
文
元
年
ま
で
割
郷
で
、
一
四
九
石
五
九
一

延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
宿
堂
村
〈
福
井
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
正
徳
四
年
か
ら
は
享
保
五
年
預
所
、
同
六
年
直
轄
、
一
八
九
石
七

所
、
寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
一
八
五
石
四
六
小
林
。
村
高
四
二
石
六
三
八
、
正
徳
四
年
か
ら
は
三
二
は
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳

三

。

四

二

石

九

五

八

。

二

年

直

轄

、

元

文

一

万

年

以

降

は

預

所

、

寛

延

三

年

下
四
目
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
菖
蒲
谷
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
寛

森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
ら
福
井
。
村
高
一
九
三
石

O
八
九
。
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
三
三
一
九
石
三
二
三
一
。

年
預
所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
勝
蓮
花
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
杉
谷
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
ら
福
井
。
村
高
八
七
石

O
七

。

寛

保

士

一

年

直

轄

、

宝

一

暦

十

三

年

不

明

、

明

和

元

年

間
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
白
滝
村
〈
福
井
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
預
所
、
天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
六
一
八
石

寛
政
元
年
か
ら
西
尾
。
村
高
二
六
五
石
七
九
一
。
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
五

O
二。

下
天
下
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
預
所
、
天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
四
五
石

O

杉
本
村
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
か
ら

野

、

宝

永

二

年

直

轄

、

享

保

六

年

預

所

、

寛

延

三

六

。

福

井

。

村

高

九

三

五

石

三

五

、

天

保

郷

帳

九

三

六

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
城
有
村
〈
越
廼
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
石
二
七
四
。

同
二
年
預
所
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
延
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
菅
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
福

寛
政
一
万
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
直
轄
。
村
高
四
か
ら
直
轄
。
村
高
一
七
一
石
四
一
九
。
井
。
村
高
四
一
石
九
二
七
。

O
二

石

五

八

。

新

村

〈

武

生

市

〉

福

井

。

村

高

二

六

四

石

四

四

六

。

蝉

口

村

〈

宮

崎

村

〉

貞

享

三

一

年

直

轄

、

元

禄

十

年

高

森

、

下
野
田
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
新
保
浦
〈
越
前
町
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年
預
所
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
年
預

森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
同
十
四
年
か
ら
福
井
。
村
高
三
五
石
二
五
。
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
八
年
か
ら
郡
上
。
村

年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
新
保
村
(
太
田
新
保
村
)
〈
武
生
市
〉
福
井
。
村
高
五
高
一
九
八
石
五
六
八
七
。

明
和
元
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
か
四
八
石
八
一
四
、
天
保
郷
帳
五
八
三
石
一
五
一
。
干
合
谷
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高

ら
西
尾
。
村
高
一

O
八
四
石
二
三
。
末
村
〈
福
井
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
福
森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元

下
山
中
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年
預
井
。
村
高
七
四
一
石
三
二
。
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
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明
和
元
年
預
所
、
寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
一
元
年
預
所
、
寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
六
五
三
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
保
三
年
直

一

三

石

五

一

六

。

石

七

九

一

三

。

轄

、

宝

暦

十

三

年

不

明

、

明

和

元

年

西

尾

、

同

二

左
右
浦
〈
越
前
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
高
佐
浦
〈
越
前
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政

寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
一
万
年
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
元
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
直
轄
。
村
高
三
二
一

預
所
、
天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
六
三
石
七
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
石
七
四
二
一
。

一

一

。

元

年

預

所

、

寛

政

元

年

か

ら

直

轄

。

村

高

五

五

石

札

村

〈

鯖

江

市

〉

正

保

二

年

吉

江

、

延

宝

二

年

か

ら

福

曽

原

村

〈

武

生

市

〉

正

保

二

年

松

岡

、

享

保

六

年

か

ら

八

七

三

四

。

井

。

村

高

四

九

四

石

四

五

六

。

福
井
。
村
高
一
九
二
石
八
九
九
。
高
森
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
立
侍
印
内
村
(
米
岡
村
)
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、

田
村
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
福
井
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
延
宝
二
年
か
ら
福
井
。
村
高
三
二
五
石
五
一
六
。

貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
年
不
所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
年
田
中
村
〈
朝
日
町
〉
正
保
二
年
士
口
江
、
延
宝
二
年
福
井
、

明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
同
六
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
天
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
一
二
年
直

直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
明
八
年
不
明
、
寛
政
一
克
年
か
ら
西
尾
。
村
高
二
六
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
同
二

八
年
か
ら
郡
上
。
村
高
七

O
九
石

O
八
三
。

O
石

二

。

年

預

所

、

同

七

年

西

尾

、

天

明

八

年

不

明

、

寛

政

大
王
丸
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
か
ら
貞
享
三
年
ま
で
滝
波
村
〈
清
水
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
元
年
か
ら
西
尾
。
村
高
九
九
三
石
五
六
二
。

割
郷
で
、
一
五
六
石
三
二
四
は
寛
永
元
年
木
本
、
福
井
。
村
高
一
九

O
石
八
五
一
。
玉
河
浦
(
玉
川
浦
)
〈
越
前
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享

同
十
二
年
預
所
、
同
十
四
年
福
井
、
正
保
二
年
吉
竹
生
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
野
、
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不

江
、
延
宝
二
年
福
井
、
二
一
石

O
二
一
五
は
寛
永
元
年
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
六
年
預
所
、
寛
保
三
年
直
明
、
明
和
元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。

勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
同
二
村
高
四
七
石
九
。

五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
預
所
、
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
血
ヶ
平
村
〈
越
前
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
一
五
九
石
三
五
九
。
元
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
直
轄
。
村
高
七
九
九
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不
明
、
明
和

平
等
村
〈
織
田
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
石
六
四
、
遅
く
と
も
享
保
五
年
か
ら
は
八
一
八
石
元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
一
八

宝

永

二

年

不

明

、

正

徳

二

年

直

轄

、

享

保

六

年

預

三

六

。

八

石

五

二

三

。

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
田
尻
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
野
、
士
山
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
か
ら
享
保
六
年
ま
で
割
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郷
で
、
三
石
四
六
三
は
福
井
、
三
六
石
五
は
松
岡
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

享
保
六
年
か
ら
福
井
。
村
高
三
九
石
九
六
三
。
所
、
同
六
年
直
轄
、
一
元
文
元
年
預
所
、
寛
保
三
年

坪
谷
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
直
轄
、
明
和
元
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政

寛
保
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
元
年
か
ら
西
尾
。
村
高
七
一
五
石
四

西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
西
尾
、
天
保
栃
川
村
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

二
年
か
ら
万
延
元
年
ま
で
割
郷
で
、
五
六
六
石
一
寛
延
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
西
尾
、
同
二
年
預
所
、

六
五
七
二
は
西
尾
、
六
一
石
五
八
七
二
八
は
直
轄
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
か
ら

万
延
元
年
直
轄
、
文
久
二
年
か
ら
再
び
割
郷
と
な
西
尾
。
村
高
五
三
七
石

O
九
一
、
天
保
郷
帳
五
五

り
、
五
六
六
石
一
六
五
七
二
は
西
尾
、
六
四
石

O

七
石
一
八
七
。

三
七
二
八
は
直
轄
の
ま
ま
。
村
高
六
二
七
石
七
五
都
部
村
(
都
辺
村
)
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
一
万

三
、
天
保
郷
帳
六
三

O
石
二

O
三

。

禄

十

年

高

森

、

宝

永

二

年

不

明

、

正

徳

二

年

直

轄

、

寺
村
〈
宮
崎
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
八
年
か
ら
郡
上
。
村
村
高
一
一
七
石
一
二
三
ハ
。

高
四
一
二
石
一
一
一
三
。
鳥
井
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
一
元
禄
十
年
高
森
、

天
王
村
〈
朝
日
町
〉
享
保
五
年
ま
で
は
割
郷
と
思
わ
れ
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

二
五
六
石

O
五
は
貞
享
三
年
直
轄
、
一
五
石
一
二
所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
保
三
年

は
幸
若
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
か
ら
直
轄
。
村
高
二
七
三
石
七
三
五
。

暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
中
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、
同

明
、
寛
政
一
万
年
か
ら
西
尾
。
こ
の
ほ
か
二
三
石
二
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
二
六

O
石。

五
は
近
世
を
通
じ
て
天
王
社
領
。
村
高
二
九
四
石
中
野
村
〈
武
生
市
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、

四

二

。

貞

享

三

年

直

轄

、

元

禄

十

年

高

森

、

宝

永

二

年

不

当
田
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
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年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
一
万
年
預
所
、

寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
三
二
二
石
七

O
三。

中
山
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
西
尾
、
同
二
年

預
所
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元

年
か
ら
西
尾
。
村
高
一
二
九
石
四
九
五
。

梨
子
平
村
〈
越
前
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和

元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
か
ら
直
轄
。
村
高
九
九

石
四
六
一
。

丹
生
郷
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高

森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五

年
鯖
江
、
文
久
二
年
か
ら
直
轄
。
村
高
四
五
七
石

四
O
五。

二
階
堂
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

ら
福
井
。
村
吉
岡
一
六
五
石
九
八
二
。

西
大
井
村
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
福

井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
一

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
一
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、

天
明
八
年
不
明
、
寛
政
元
年
西
尾
、
天
保
二
年
か

ら
直
轄
。
村
高
五
七

O
石
九
一
。

西
田
中
村
〈
朝
日
町
〉
幸
若
。
村
高
六

O
六
石
七
三
一
七
。
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西
番
村
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
吉
江
、
延
宝
二
年
か
ら
直
轄
、
宝
暦
八
年
か
ら
割
郷
で
、
四
七
一
石
七
七
広
野
村
〈
宮
崎
村
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、

福

井

。

村

高

七

八

六

石

五

。

三

は

郡

上

、

九

O
二
石
九
一
一
は
直
轄
。
村
高
一
同
十
二
年
か
ら
大
野
。
村
高
一
五
三
石
O
二
、
天

弐

町

掛

村

(

二

丁

掛

村

)

〈

鯖

江

市

〉

正

保

二

年

吉

江

、

一

二

七

四

石

六

八

四

。

保

郷

帳

一

五

三

石

四

三

五

。

延
宝
二
年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
羽
坂
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
五
八
一
石
六
六
。
冬
島
村
〈
鯖
江
市
〉
正
保
二
年
か
ら
延
宝
二
年
ま
で
は

森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
畠
中
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
七
五
石
四
六
三
四
。
福
井
と
吉
江
の
割
郷
(
領
地
高
不
明
)
で
延
宝
二

年
預
所
、
同
六
年
直
轄
、
一
元
文
元
年
預
所
、
寛
保
八
田
村
〈
宮
崎
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
年
福
井
、
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝

三
年
直
轄
、
宝
暦
八
年
か
ら
郡
上
。
村
高
七
二
六
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

石

三

七

五

。

所

、

同

六

年

直

轄

、

元

文

元

年

預

所

、

寛

延

三

年

同

六

年

直

轄

、

元

文

元

年

預

所

、

寛

保

三

年

直

轄

、

糠
口
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
西
尾
、
同
宝
暦
八
年
か
ら
郡
上
。
村
高
六
四
五
石
六
四
一
。

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
二
年
預
所
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
武
周
村
〈
福
井
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
政
一
元
年
か
ら
西
尾
。
村
高
八
八

O
石

八

。

福

井

。

村

高

五

五

石

五

九

七

。

一
克
年
西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
回
新
保
村
〈
宮
崎
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
二
屋
村
〈
朝
日
町
〉
越
知
社
領
。
村
高
七
石
五
。

八
年
不
明
、
寛
政
元
年
か
ら
西
尾
。
村
高
二

O
六
高
森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
二
屋
武
周
村
〈
福
井
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年

石

四

六

八

。

元

年

預

所

、

寛

延

三

年

直

轄

、

宝

暦

十

三

年

不

明

、

か

ら

福

井

。

村

高

一

八

石

。

野
村
〈
宮
崎
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
明
和
一
元
年
預
所
、
寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
一
舟
場
村
〈
宮
崎
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
二

O
石

二

六

二

。

同

六

年

直

轄

、

一

万

文

元

年

預

所

、

寛

延

三

年

直

轄

、

所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
八
年
か
ら
郡
上
。
村
馬
場
村
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
寛
政
元
年

高

二

ハ

七

石

二

七

一

二

。

寛

延

三

年

直

轄

、

宝

暦

十

三

年

不

明

、

明

和

一

克

年

か

ら

直

轄

。

村

高

一

O
一
石
七
四
。

萩
原
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
預
所
、
寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
七
八
石
O
八
古
屋
村
〈
宮
崎
村
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら

福
井
。
村
高
八

O
石

二

三

八

。

一

。

福

井

。

村

高

一

三

八

石

三

九

四

四

。

余
田
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
氷
坂
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
平
井
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
福
井
。
村
高
五
一
四
石
二
五
一
一
、
天
保
郷
帳
五
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

所

、

同

六

年

直

轄

、

一

元

文

元

年

預

所

、

寛

保

三

年

一

四

石

三

四

二

。

所

、

同

六

年

直

轄

、

一

元

文

元

年

預

所

、

寛

保

三

年
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直
轄
、
明
和
元
年
預
所
、
寛
政
一
克
年
か
ら
直
轄
。

村
高
一
三
八
七
石
三
四
。

別
所
村
〈
福
井
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
正
徳
四
年
か
ら

割
郷
で
、
五
二
石
五
一
七
は
小
林
、
二
一
石
一
三

八
は
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十

三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
か
ら

直
轄
。
村
高
七
二
石
八
八
五
、
正
徳
四
年
七
三
石

六
五
五
。

別
畑
村
〈
福
井
市
〉
白
書
手
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、

寛
延
三
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
一
元
年

西
尾
、
同
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年

不
明
、
寛
政
元
年
西
尾
、
天
保
二
年
か
ら
直
轄
。

村
高
二
五
石
三
六
一
。

宝
泉
寺
村
〈
朝
日
町
〉
割
郷
で
五
二
石
四
四
三
八
五
は

幸
若
、
享
保
五
年
預
所
、
寛
延
三
年
直
轄
、
明
和

一
万
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛
政
一
元
年
か
ら
西

尾
、
八
三
石
八
九
四
八
五
は
幸
若
、
明
和
元
年
か

ら
直
轄
と
思
わ
れ
る
。
村
高
一
三
六
石
三
三
八
七
。

細
坂
村
〈
福
井
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら

福
井
。
村
高
四
四
三
石
九
一
九
、
天
保
郷
帳
四
四

三
石
九
二
。

細
野
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年
預
所
、

同
十
四
年
福
井
、
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か

海
道

越
前
国
の
村
高
と
所
領
の
変
遷
口

ら
福
井
。
村
高
四
四
一
石
九
一
九
。
福
井
。
村
高
四
六
六
石
一
二

O
八。

仏
谷
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
三
崎
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
大
野
、
同
十
年
預
所
、

福
井
。
村
高
四
一
石
三

O
九

。

同

十

二

年

か

ら

大

野

。

村

高

二

二

二

石

五

二

二

。

堀
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
福
水
谷
村
〈
福
井
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
正
徳
四
年
か
ら

井
。
村
高
一

O
二

石

七

八

七

。

小

林

。

村

高

三

O
石
八
二
、
正
徳
四
年
三
一
石
七

本
堂
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
村
高
一
一
八
八
石
五
四
。
八
。

本
保
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
道
口
浦
〈
越
前
町
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
元
年
預
所
、

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
貞
享
三
年
直
轄
、
一
万
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
年
不

所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
保
三
年
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三

か
ら
直
轄
。
村
高
七
二
一
石
三
一
。
年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
元
年
預
所
、

牧
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
福
寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
六
六
石
八
二
。

井
。
村
高
一
八
六
石
O
四
七
。
三
俣
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
一
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、

真
木
村
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
か
所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
年

ら
鯖
江
。
村
高
一
三
石
O
六

二

。

直

轄

、

宝

暦

十

三

一

年

不

明

、

明

和

元

年

西

尾

、

同

真
栗
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
二
年
不
明
、
同
七
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
明
、
寛

寛
保
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
西
尾
、
天
明
八
年
不
政
元
年
西
尾
、
万
延
元
年
直
轄
、
文
久
二
年
か
ら

明
、
寛
政
元
年
か
ら
西
尾
。
村
高
一

O
三
九
石
六
西
尾
。
村
高
二

O
一
石
O
二
三
。

三
五
、
天
保
郷
帳
一

O
四
O
石
五
五
九
。
二
一
留
村
〈
清
水
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
葛
野
、

増
谷
村
〈
宮
崎
村
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
宝
永
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
鯖
江
、
文
久
二
年
か

福
井
。
村
高
一

O
一
石
四

O
四
て
天
保
郷
帳
一
ら
直
轄
。
村
高
九
六
一
石
三
一
七
。

O
一

石

四

四

四

。

南

菅

生

浦

〈

福

井

市

〉

福

井

。

村

高

四

六

石

六

五

。

丸
岡
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
若
荷
村
〈
織
田
町
〉
福
井
。
村
高
二
九
石
。
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向
山
村
〈
福
井
市
〉
福
井
。
三

O
石
は
愛
宕
社
領
。
村
山
干
飯
堀
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
若
須
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら

高
四
二
石
一

O
六

。

か

ら

福

井

。

村

高

二

二

九

石

八

三

四

。

福

井

。

村

高

九

二

石

七

五

五

。

本
折
村
〈
清
水
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
山
田
村
〈
織
田
町
〉
寛
永
元
年
木
本
、
同
十
二
年
預
所
、
和
田
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、

福
井
。
村
高
二
七
二
石
九
三
六
。
同
十
四
年
福
井
、
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

茂
原
浦
〈
越
前
町
〉
寛
永
元
年
勝
山
、
正
保
一
克
年
預
所
、
ら
福
井
。
村
高
七
九
石
八
四
。
所
、
同
六
年
直
轄
、
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
コ
一
年

貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
宝
永
二
年
不
横
根
村
〈
武
生
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、
直
轄
、
宝
暦
八
年
か
ら
郡
上
。
村
高
五
五
八
石
七
。

明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
一
元
文
元
年
預
所
、
寛
延
三
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、

年
直
轄
、
宝
暦
十
三
年
不
明
、
明
和
一
万
年
預
所
、
ら
鯖
江
。
村
高
四

O
六
石
八
九
四
。
(
な
お

寛
政
元
年
か
ら
直
轄
。
村
高
八
二
石

O
五
二
。
横
山
村
〈
朝
日
町
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所

安

田

村

〈

福

井

市

〉

福

井

。

村

高

六

五

三

石

六

。

寛

延

三

年

直

轄

、

宝

暦

十

三

年

不

明

安
戸
村
〈
武
生
市
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
預
所
、
文
政
三
年
か
ら
福
井
、
村
高
三

O
八
石
二

福

井

。

村

高

一

四

一

石

七

九

六

。

七

八

。

八
俣
村
〈
越
廼
村
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
享
保
五
年
預
所
、
吉
田
村
〈
鯖
江
市
〉
貞
享
三
年
直
轄
、
元
禄
十
年
高
森
、

寛
延
三
年
直
轄
、
明
和
元
年
預
所
、
天
保
十
一
年
宝
永
二
年
不
明
、
正
徳
二
年
直
轄
、
享
保
五
年
預

か

ら

直

轄

。

村

高

七

七

石

四

六

。

所

、

同

六

年

直

轄

、

元

文

元

年

預

所

、

寛

延

三

年

山
内
村
〈
清
水
町
〉
正
保
二
年
松
岡
、
享
保
六
年
か
ら
直
轄
、
宝
暦
八
年
か
ら
郡
上
。
村
高
二

O
五
石
八

福
井
。
村
高
六
八
七
石
三

O
四

。

一

二

四

。

山
干
飯
杉
本
村
〈
武
生
市
〉
寛
永
一
万
年
勝
山
、
正
保
元
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